○東洋町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、町民が安心して住むことのできるまちづくりを推進するとともに、安全な居住環境に対する町民意識の向上を図るため、住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業（以下「耐震診断士派遣事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(１)　木造住宅　柱・梁等の主要構造部が木材で造られている木造の住宅（従来工法（軸組構法及び伝統構法をいう。）又は枠組壁工法による戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。）をいう。
(２)　耐震診断　建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第４条第３項の規定による平成１８年１月２５日付け国土交通省告示第１８４号の別添建築物の耐震診断の指針第１の１の規定又は「改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュ アル」に基づき、耐震診断士が建築物の地震に対する安全性を評価することをいう
(３)　耐震診断士　高知県が実施する耐震診断士養成講習会の課程を修了し、高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱（平成１９年４月１７日制定）に基づき登録された者をいう。
(対象となる住宅)
第３条　耐震診断事業の対象となる住宅は、本町に存し、次に掲げる要件を満たす木造住宅（以下「対象住宅」という。）とする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び販売を目的とするものを除く。
(１)　昭和５６年５月３１日以前に着工された建物で、階数が２以下のものであること。 
(２)　工法が丸太組工法又は大臣等の特別な認定を受けた工法以外の建物であること。
(申込み)
第４条　耐震診断を受けようとする者（以下「申込者」という。）は、東洋町木造住宅耐震診断申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）を町長に提出しなければならない。 
(決定等)
第５条　町長は、前条に規定による申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、耐震診断士を派遣することを決定したときは東洋町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書（様式第２号）により、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは東洋町木造住宅耐震診断士派遣却下通知書（様式第３号）により当該申込者に通知するものとする。
(耐震診断士の派遣)
第６条　町長は、前条の規定により耐震診断士を派遣することを決定した場合は、当該申込者（以下「受診者」という。）に対して、速やかに当該派遣を決定した耐震診断士を派遣するものとする。
(結果報告)
第７条　耐震診断を行った耐震診断士は、耐震診断報告書により耐震診断の結果を直接当該受診者に報告し、説明を行うものとする。
(派遣決定の取消し等)
第８条　町長は、受診者が虚偽の申請又は不正の手段により第５条の規定による派遣の決定を受けたことが判明したときは、耐震診断士の派遣の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は当該受診者に対し耐震診断士の派遣に要した費用の全部又は一部に相当する額の納付を命じることができるものとする。
(耐震診断士の義務)
第９条　耐震診断士は、耐震診断士派遣事業に関し次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(１)　耐震診断士は、耐震診断士派遣事業に従事するときは、高知県木造住宅耐震診断士登録証を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(２)　耐震診断士は、耐震診断士派遣事業に関し、知り得た個人情報等の秘密を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。
(３)　耐震診断士は、耐震診断士派遣事業に関し木造住宅の耐震診断を実施したときは、当該耐震診断の結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(業務委託)
第10条　町長は、耐震診断士派遣事業の一部を町長が適当と認める団体に委託することができる。
(その他)
第11条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。


付　則
この要綱は、公布の日から施行し、令和７年９月１日から適用する。


様式第１号
東洋町木造住宅耐震診断申込書

東洋町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱第４条の規定に基づき、次のとおり申込みます。

年	月	日
東洋町長	様

申込者	住所
ふりがな
氏名
電話番号

	



建 築 物
	所
	在
	地
	東洋町

	
	ふ り が な
所有者
	

	
	建 築 時 期
	昭和
	年
	月頃
	竣工　・　不明

	
	延べ床面積
	１階
	２階
	合計

	
	
	
	
	

	
診断希望日※
	

	備	考
（診断士のご希望がある場合は記入して下さい）
	


※ 診断士の都合等により診断希望日を変更させていただくことがあります。

様式第２号

番　　号
年	月	日

東洋町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書



様

東洋町長


東洋町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱第５条の規定により、先に申込みのありました耐震診断の調査を行うことを決定しましたので通知します。

	診断士名（会社名）
	

	住所
	

	電話番号
	




※診断士から耐震診断に関して連絡がありますので、日程等の調整をお願いします。

様式第３号

番　　号
年	月	日

東洋町木造住宅耐震診断士派遣却下通知書



様

東洋町長


東洋町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱第５条の規定により、先に申込みのありました耐震診断について、下記の理由により耐震診断士の派遣をしないことを決定しましたので通知します。
記
（理由）

